
 

―１７５― 

す。 

 日程第１、議案第58号 長井市コミュニティ

センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について、総務委員長の報告は、原

案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第58号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 厚生常任委員会審査報告 

 

 

○浅野敏明議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 小関秀一厚生常任委員長。 

  （小関秀一厚生常任委員長登壇） 

○小関秀一厚生常任委員長 おはようございます。 

 令和３年12月市議会定例会において厚生常任

委員会に付託になりました議案１件について、

審査をいたしました経過と結果についてご報告

申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る12月10日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め、審査をいたしております。 

 それでは、議案第61号 長井市医療給付事業

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて申し上げます。 

 本案は、子育て支援医療の給付対象者の拡充

を図るとともに、税制改正に伴う山形県医療給

付事業補助金交付規程の一部改正により、所要

の改正を行うため提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、18歳までの医療費

を無料とした場合、対象者の合計人数と１年間

の給付費はどのぐらいになるのか、また、この

改正により新たに対象となった人数と、その給

付費はどのくらいを見込んでいるのかとの質疑

がなされ、市民課長からは、18歳までを対象と

した場合の対象者数は約3,400人、１年間の給

付費は約１億円と見込んでいる。また、この改

正により拡充となる対象者は670人ほどで、

1,700万円程度を見込んでいるとの答弁を受け

たところであります。 

 また、委員からは、その1,700万円の財源は

一般財源か、国や県からの支援の可能性はある

のかとの質疑がなされ、市民課長からは、現行

の制度には県からの補助金があるが、拡充とな

る部分は一般財源となるとの答弁を受けたとこ

ろであります。 

 さらに委員からは、医療費の無料化は国で進

めるべき事業と考えるが、今後、国や県に支援

を要望していく考えはあるのかとの質疑がなさ

れ、市民課長からは、安心して子供を産み育て

る環境を保障するのは国の責務であると考える。

所管課として、県とともに機会を捉えて要望し

ていきたいと考えているとの答弁を受けたとこ

ろであります。 

 また、委員からは、県内の医療機関を受診し、

また入院した場合に医療費が無料となるのか、

また、保険適用外の医療も対象となるのかとの

質疑がなされ、市民課長からは、県外の医療機

関であっても無料となるが、一旦自己負担した

医療費を所定の手続により返金する形になる。

また、無料の対象となるのはあくまでも保険適

用となる医療費であるため、保険適用外の部分

については自己負担になるとの答弁を受けたと

ころであります。 

 討論に入り、委員からは、18歳までの医療費

無料化は本市の子供たちや保護者が待ち望んだ

ことであり、実施となれば子供の受診率向上に

もつながる。また、長期化したコロナ禍による

健康と暮らしの危機を乗り越えるためにも大変

重要なものになると思われるため、この条例改
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正には賛成するとの意見が出されたところであ

ります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で厚生常任委員会に付託になりました案

件審査の報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第２、議案第61号 長井市医

療給付事業に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての１件について、討論の通告が

ありますので、発言を許可します。 

 議席番号14番、今泉春江議員。 

  （14番今泉春江議員登壇） 

○１４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江

でございます。議案第61号 長井市医療給付事

業に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、賛成の意見を述べます。 

 議案第61号は、子育て支援医療の給付対象者

を18歳まで拡充するものです。高校生や18歳ま

での子供さん、保護者など、多くの市民が待ち

望んでおりました。県内では25市町村が既に実

施しており、長井市が実施となれば、西置賜で

は全ての市町が実施されることになります。 

 高校生になると運動量が多くなり、けがや体

の発達に伴って体調の変化など、医療費がかか

ってきます。そのようなときに医療給付を受け

られると大変喜ばれ、歓迎されています。子供

の健診率向上にもつながります。山形県社会保

障推進協議会の自治体要請キャラバンや長井市

議会でも何度も要請されておりました。本来で

あれば子育て支援として国が行うべきではあり

ますが、それを待ってはいられません。自治体

の前向きな支援が必要です。長期化したコロナ

禍による健康と暮らしの危機を乗り越える大変

重要な一歩となります。 

 議員皆様の賛同をお願い申し上げ、賛成の意

見とします。 

○浅野敏明議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 

 日程第２、議案第61号 長井市医療給付事業

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について、厚生委員長の報告は、原

案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第61号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 予算特別委員会審査報告 

 

 

○浅野敏明議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

 梅津善之予算特別委員長。 

  （梅津善之予算特別委員長登壇） 

○梅津善之予算特別委員長 おはようございます。 

 令和３年12月市議会定例会において予算特別

委員会に付託になりました議案第63号 令和３

年度長井市一般会計補正予算第11号及び議案第

68号 令和３年度長井市下水道事業会計補正予

算第４号の令和３年度補正予算案２件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、12月14

日に審査が行われたところであります。審査に

当たっては、各会計補正予算の概要について担

当課長から説明を受けた後、１名の委員の総括

質疑が行われ、終了後に細部審査を行ったとこ


